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米原市通学路交通安全対策推進会議 

 

米原市通学路交通安全プログラム 

～通学路の安全確保に関する取組方針～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１.米原市通学路交通安全プログラムの目的  

平成２４年４月以降、全国各地で登下校中の児童等が被害に遭う事故が相次いで発生した

ことから、文部科学省・国土交通省・警察庁の３省庁の連名で通学路の緊急合同点検の実施

および安全な通学路の確保に向けた取組を行うよう通達がありました。これを受け、米原市

においても、平成２４年８月に各小中学校の通学路において緊急合同点検を行い、必要な対

策を講じてきました。 

このような取組を今後も継続的に実施するため、この度、関係機関との連携体制の構築を

基盤とした「米原市通学路交通安全プログラム」を策定しました。今後は、本プログラムに

基づき、児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保に取り組んでいきます。 

２．米原市通学路交通安全対策推進会議の設置  

米原市では、継続的で効果的な通学路の安全対策と関係機関の連携を図るため、米原市通

学路交通安全対策推進会議設置要綱に基づき、「米原市通学路交通安全対策推進会議」を設

置します。 

 

（１） 米原市通学路交通安全対策推進会議は以下の構成機関の職員および代表で構成し 

  それぞれの役割を担う。 

 

（２）教育委員会は必要に応じ、推進会議を招集する。  

（３）調整役（●印）は、各関係機関との連携を図り、連絡調整、事務等を務める。 

 

 

機関名 主な役割 

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所  道路施設に関する全般等 

・危険箇所要望等取りまとめ 

・合同点検実施、道路施設の設置、管理等 

滋賀県土木事務所道路計画課  

米原市建設課 ● 

米原市防災危機管理課 ● 

防犯設備に関する全般等 

・危険箇所要望等取りまとめ 

・合同点検実施、防犯設備の設置、管理等 

米原警察署交通課  
交通安全に関する啓発・取締り・対策等 

・合同点検実施、道路標識等の設置、管理等 

米原市小中学校の校長  児童生徒への指導・安全教育等 

米原市保育幼稚園課  
安全教育に関する全般等 

・危険箇所要望等取りまとめ 

・合同点検実施 

・対策状況公表 
米原市教育委員会学校教育課 ● 

教育委員会が必要と認める者  児童生徒への交通安全に関する啓発 



３．取組方針 

（ １ ） 基本的な考え方  

 

継続的で効果的な通学路の安全を確保するため、合同点検を実施するとともに、対策実施

後の効果についても把握し、対策の改善・充実に努め、米原市通学路安全対策推進における

Ｃ-ＰＤＣＡサイクルを基に、さらなる通学路の安全性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃｈｅｃｋ（危険箇所の情報収集） 

・学校は、地域・保護者・児童生徒・安全ボランティア等からも危険箇所につ

いての情報収集を行い、危険箇所について把握し報告する。 

Ｐｌａｎ（対策案の作成） 

・米原市調整役にて対策案を作成する。 

（前年度の追加対策を盛り込む。） 

ＤＯ（危険箇所点検） 

・合同点検を実施する。 

Ｃｈｅｃｋ（通学路交通安全対策推進会議①） 

・前年度の対策結果と合同点検を基にした対策 

案の見直しと危険箇所の対策案を決定する。 

・本年度重点課題の設定をする。 

Ａｃｔｉｏｎ（対策実施） 

・対策を講ずる。 

米原市通学路安全対策推進における 
Ｃ－ＰＤＣＡサイクル 

児童生徒の

安全・安心 

Ｃｈｅｃｋ（通学路交通安全対策推進会議②） 

・対策実施後の効果について検証する。 

・必要であれば追加対策案を検討する。 



（２） Ｃ－ＰＤＣＡサイクルに基づいた取組の流れ 

 

①  Ｃｈｅｃｋ（地域・保護者・学校・児童生徒・地域安全ボランティア等） 

 

４月・５月 → 地域、保護者、児童生徒、学校職員の連携による通学路安全点検 

を実施し、危険箇所等の抽出を行い、具体的な対策について米原 

市調整役（学校教育課）へ報告する。 

②  Ｐｌａｎ 

 

６月 → 米原市調整役（学校教育課）で各校の報告を取りまとめ、米原市調

整役（建設課・防災危機管理課等）でハード面における対策案を作

成し、対策完了目標を検討する。 

 

③  ＤＯ（合同点検） 

 

８月 → 合同点検の実施 

     ・昨年度の重点対策箇所の状況について確認 

     ・本年度の対策箇所を調整役（建設課・防災危機管理課等）の案 

を基に確認 

 

④  Ｃｈｅｃｋ（通学路交通安全対策推進会議①） 

 

９月 → 通学路交通安全対策推進会議① 

・前年度の対策結果と合同点検をもとにした対策案の見直し 

・本年度の重点課題を設定し対策案の最終決定 

 

⑤  Ａｃｔｉｏｎ（対策の実施）       

 

     ４～３月 → 各担当部署にて対策を実施 

      

⑥  Ｃｈｅｃｋ（通学路交通安全対策推進会議②） 

 

     ２～３月 → 通学路交通安全対策推進会議② 

           ・対策実施後の効果の検証 

           ・さらに必要であれば追加対策について検討 

 

 

ハード面における対策完了目標 

 

（Ａ）短期（１年未満）、（Ｂ）中期（１年～３年）、（Ｃ）長期（３年以上） 

 



（３） 合同点検の体制 

 

市内小中学校を以下の４地域に分け、学校ごとの点検を基に、対策を講ずる要請の 

あった危険箇所について、年１回合同点検を行います。 

 

地域 小学校（９校） 中学校（６校） 

 

山東地域 

 

柏原小学校 

大原小学校 

山東小学校 

柏原中学校 

大東中学校 

 

伊吹地域 

 

春照小学校 

伊吹小学校 

 

伊吹山中学校 

 

 

米原地域 

 

米原小学校 

河南小学校 

米原中学校 

河南中学校 

 

近江地域 

 

息長小学校 

坂田小学校 
双葉中学校 

 

＊調整役において日程調整等を行い関係機関へ通知する。 

 

 

４．危険箇所（対策）と対策結果の公表 

 合同点検の結果や対策内容については、調整役において米原市公式ウェブサイト内で公表

することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


